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[bookmark: _Toc467579453][bookmark: _Toc468179627][bookmark: _Toc469139052][bookmark: _Toc470405306][bookmark: _Toc470405381][bookmark: _Toc470406646][bookmark: _Toc470407576][bookmark: _Toc470407620][bookmark: _Toc505010467]Ⅰ．健康体料率特約の仕組み

[bookmark: _Toc468179628][bookmark: _Toc469139053][bookmark: _Toc470405307][bookmark: _Toc470405382][bookmark: _Toc470406647][bookmark: _Toc470407577][bookmark: _Toc470407621][bookmark: _Toc505010468]１．健康体料率特約とは
この特約は、被保険者の喫煙状況および健康状態等が会社の定める基準に適合する場合に、この特約を適用する主契約・特約の保険料率として健康体保険料率を適用し、より合理的な保険料を提供するものです。

[bookmark: _Toc505010469]２．健康体保険料率が適用される主契約および特約
	健康体料率特約（主契約用）
	健康体料率特約（特約用）

	定期保険
５年ごと利差配当付定期保険(注１)
無解約返戻金型定期保険
低解約返戻金型定期保険
無解約返戻金型収入保障保険
	定期保険特約


（注１） ５年ごと利差配当付定期保険は、新規の契約は現在取り扱っていません。
※以下、健康体料率特約(特約用)が適用される特約を「対象特約」と表示します。
また、対象特約を「健康体料率特約」と一体で表示します。
※詳細は新契約取扱規定等で確認してください。

[bookmark: _Toc505010470]３．健康体料率特約の契約引受の仕組み
この特約を適用する主契約・対象特約の保険料率は、被保険者の喫煙状況および健康状態等（ＢＭＩ・血圧値等）により以下の３つとします。
１．非喫煙者健康体保険料率 ２．喫煙者健康体保険料率 ３．非喫煙者標準体保険料率《契約引受スキームの概要》
 (
（健康体に関する告知・実測）
①喫煙状況（過去1年間）の有無→その裏付けとしてコチニン検査
（注2）
を行なう。
②身長・体重
③血圧
) (
（通常の告知
）
) 
 (
＋
)

 (
・
健康状態が
会社の定める基準を満たしている。
・契約内容が会社所定の条件に合致している。
)

 (
健
康体料率
特約を適用
) (
非喫煙者
健康体保険料率
) (
該当
) (
 
該当
)
 (
該当
) (
条件２：ＢＭＩおよび血
圧が会社所定の範囲内か？
) (
条件１
過去１年間に喫煙歴が無い（コチニン検査
（注２）
でも反応無）。
)
 (
非喫煙者
標準体保険料率
) (
非該当
)

 (
喫煙者
健康体保険料率
) (
 
該当
) (
条件２：
ＢＭＩおよび血圧が会社所定の範囲内か？
) (
非該当
)
 (
標準体保険料率
) (
非該当
)

（注２）簡易定健扱、健康診断結果通知書扱、人間ドック扱はコチニン検査省略可能です。医師扱の一部はコチニン検査実施が必要となります。詳細は取扱規定等で確認してください。

[bookmark: _Toc505010471]４．保険料割引判定の仕組み
主契約、特約（適用対象外の主契約、特約も含みます。）の診査基準Ｓの合計額が会社所定の基準（2,000万円（無解約返戻金型収入保障保険および付加されている特約は1,000万円））以上の場合に、健康体料率特約の付加を取り扱います。

※詳細は取扱規定等で確認してください。

例１．終身保険500万円、定期保険特約1,500万円
・合計2,000万円　→　会社所定の基準(2,000万円)以上
・定期保険特約　　→　 健康体料率特約の適用対象
⇒定期保険特約部分のみに健康体料率特約が適用される。
 (
 
定期保険特約
1,500
万円
終身保険
500
万円
)

 (
健康体保険料率が適用される。
)
 (
2,000万円
)






例２．終身保険500万円、定期保険特約1,000万円
・合計1,500万円　→　会社所定の基準(2,000万円)未満
⇒診査基準Ｓの合計額が会社所定の基準(2,000万円)に達していないため、健康体料率特約は付加できない。
 (
 
定期保険特約
1,000万円
終身保険
500万
円
1,500万円
)









例３．定期保険1,000万円、養老保険特約1,000万円
・合計2,000万円　→　会社所定の基準（2,000万円)以上
・定期保険　　　　→　健康体料率特約の適用対象
⇒定期保険部分のみに健康体料率特約が適用される。


 (
 
養老保険特約
 
1,000
万円
)

 (
2,000
万円
)

 (
健康体保険料率が適用される。
)
 (
 
定期保険
 
1,000
万円
)







※この解説書は、商品の概要を解説したものです。
  この保険の取り扱いにで際しては、別途新契約や保全の規定等で、取扱いの範囲や条件を必ず確認してください。
－4－
[bookmark: _Toc505010472]５．契約締結後の保険料率変更

	保険料率変更の対象保険種類

	
・無解約返戻金型定期保険・低解約返戻金型定期保険・無解約返戻金型収入保障保険



※主契約に付加する健康体料率特約（主契約用）のみ対象です。
※無配当定期保険および５年ごと利差配当付定期保険、定期保険特約は取扱いできません。

契約締結後、契約日から起算して２年以上かつ５年以内に再査定を行い、被保険者の喫煙状況および健康状態等（ＢＭＩ・血圧値等）が当社の定める基準に適合する場合、つぎの取扱いが可能です。
①標準体保険料率から健康体保険料率への変更
②喫煙者健康体保険料率または非喫煙者標準体保険料率から非喫煙者健康体保険料率への変更
この場合、当社の定める方法により計算した金額を契約者に支払います。
《保険料率変更の概要》
 (
再査定 → 
中途付加
再査定 → 料率変更
再査定 → 料率変更
標準体保険料率
喫煙者
健康体保険料率
非喫煙者
標準体保険料率
非喫煙者
標準体保険料率
非喫煙者
健康
体保険料率
喫煙者
健康体保険料率
非喫煙者
健康体保険料率
非喫煙者
健康体保険料率
)


例．標準体保険料率から非喫煙者健康体保険料率へ変更した場合
基準年金月額：20万円 平準払込方式 保険料払込方法：口座振替月払
◆ご契約後37か月目の保険料から保険料率の変更が適用された場合
	契約時の
保険料率
	契約時の
保険料
	→
	変更後の
保険料率
	変更後の
保険料

	標準体
保険料率
	5,440円
	
	非喫煙者
健康体保険料率
	3,640円



◆支払う保険料差額相当額
	（
	契約時の
保険料
	－
	変更後の
保険料
	）×  
	払込み
月数
	＝
	支払う保険料
差額相当額

	
	5,440円
	
	3,640円
	
	36か月
	
	64,800円



≪保険料率変更についての注意事項≫
・保険料率変更の告知日が前回の保険料率変更申出時の告知日から１年以上経過していることが条件です。
・契約時の告知内容によっては、喫煙状況または健康状態などが改善された場合
であっても保険料率変更ができないことがあります。
・保険料率変更の申出の際に、喫煙状況・血圧・ＢＭＩが改善されていても、健
康状態などが当社の定める基準を満たさない場合には、取り扱いできません。
・保険料率変更の告知日に、特別条件付保険特約が適用されている場合、取り扱い
できません。
※詳細は取扱規定等で確認してください。

[bookmark: _Toc468179632][bookmark: _Toc469139057][bookmark: _Toc470405311][bookmark: _Toc470405386][bookmark: _Toc470406651][bookmark: _Toc470407581][bookmark: _Toc470407625][bookmark: _Toc505010473]
Ⅱ.用語の説明

[bookmark: _Toc468179633][bookmark: _Toc469139058][bookmark: _Toc470405312][bookmark: _Toc470405387][bookmark: _Toc470406652][bookmark: _Toc470407582][bookmark: _Toc470407626][bookmark: _Toc505010474]１．用語の説明
＜１＞「健康体」について
「健康体」とは、会社の定める基準に基づくこの特約の被保険者の呼称です。
当社が定義する「健康体」にあてはまらない方が健康でないということではありません。
＜２＞ＢＭＩ
ボディ・マス・インデックスのことで、身長と体重のバランスを判断する指標の一つとして国際的に広く使われ、次の式で計算されます。
ＢＭＩ＝体重(kg)÷[身長(ｍ)] ２
＜３＞コチニン検査（注３）
煙草に含まれるニコチン（Nicotine）が人間の代謝によって変化してコチニン（Cotinine）という物質となります。コチニン検査は、体内に残留したコチニンの量を測る検査です。
＜４＞標準体保険料率
この特約を適用しない保険料率であり、通常の保険料率です。
＜５＞非喫煙者健康体保険料率
当社の健康体の基準を満たしたうえで、過去1年間に喫煙歴が無く、かつ、コチニン検査（注３）で反応が無かった場合の保険料率です。
＜６＞喫煙者健康体保険料率
当社の健康体の基準を満たしているが、過去1年間に喫煙歴があるかもしくはコチニン検査（注３）で反応があった場合の保険料率です。

＜７＞非喫煙者標準体保険料率
下記の２つの条件を共に満たす場合の保険料率です。
（１）当社の健康体の基準を満たしていないが、通常の保険料率で加入できる健康状態を満たしている。
（２）過去1年間に喫煙歴が無く、かつ、コチニン検査（注３）で反応が無い。
（注３）簡易定健扱、健康診断結果通知書扱、人間ドック扱はコチニン検査省略可能です。
医師扱の一部はコチニン検査実施が必要となります。詳細は取扱規定等で確認してください。


[bookmark: _Toc468179637][bookmark: _Toc469139062][bookmark: _Toc470405316][bookmark: _Toc470405391][bookmark: _Toc470406656][bookmark: _Toc470407586][bookmark: _Toc470407630][bookmark: _Toc505010475]Ⅲ．約款上の留意点

[bookmark: _Toc505010476][bookmark: _Toc468179638][bookmark: _Toc469139063][bookmark: _Toc470405317][bookmark: _Toc470405392][bookmark: _Toc470406657][bookmark: _Toc470407587][bookmark: _Toc470407631]１．解約・解約返戻金
この特約のみの解約はできません。
また、この特約が適用される主契約・対象特約の解約返戻金は健康体保険料率に応じて計算しますので、この特約が適用されなかった場合（標準体保険料率）と解約返戻金が異なります。

[bookmark: _Toc505010477]２．復活・復旧
＜１＞主契約・対象特約の復活・復旧請求の際に別段の申し出がない場合、この特約についても同時に復活・復旧請求があったものとします。復活・復旧後の保険料率は、失効前・消滅前の主契約・対象特約の保険料率と同一とします。
ただし、復活・復旧の際の被保険者の喫煙状況および健康状態等により、保険料率がつぎの下表のとおり変更となることがあります。この場合、会社の定める方法により計算した金額を授受します。
＜保険料率の変更の取扱＞
	復活・復旧前の保険料率
	復活・復旧後の保険料率

	非喫煙者健康体保険料率
	喫煙者健康体保険料率
非喫煙者標準体保険料率
標準体保険料率（※）

	喫煙者健康体保険料率
非喫煙者標準体保険料率
	標準体保険料率（※）


※復活・復旧後の保険料率が標準体保険料率の場合、この特約は復活・復旧できません。

[bookmark: _Toc505010478]３．自動更新
この特約の自動更新は原則的に取り扱いません。
ただし、この特約が適用される主契約・対象特約の更新後の保険期間満了日が、この特約を締結した日からその日を含めて10年以内であるときに限り、この特約も主契約・対象特約と同時に更新されるものとします。その際、この特約の保険期間および保険料率の区分は、更新前と同一とします。

※更新時に改めて診査等を行い、喫煙状況および健康状態等が会社の定める基準を満たす場合には、改めてこの特約を付加することが出来ます。
※詳しくは取扱規定等で確認してください。



《定期保険に健康体料率特約(主契約用)が付加されている場合》
例１．主契約の保険期間が10年の場合 → 自動更新できない
 (
更新不可
) (
定期保険
10
年
) (
定期保険
10
年
) (
▲
) (
健康体料率特約 
10年
)

 (
更新
)
 (
▲
)
    特約締結日                                       20年                                     更新後の主契約の
                                                                                                   保険期間満了日

例２．主契約の保険期間が５年の場合 → 1回のみ自動更新可能
 (
更新可能
)
 (
更新不可
)
 (
更新
) (
更新
) (
健康体料率特約
５年
) (
健康体料率特約
５年
)
 (
更新
) (
定期保険
５年
) (
定期保険
５年
) (
定期保険
５年
)

 (
10
年
) (
15
年
)
 (
特約締結日
) (
更新後の主契約の
 
保険期間満了日
)                  ▲                                                                                                                                                                    ▲                                                                                                 ▲                
	


[bookmark: _Toc505010479]４．喫煙状況および健康状態等に関する告知義務・告知義務違反による主契約または特約の解除等
（１）喫煙状況および健康状態等に関する告知義務
この特約の締結、復活、復旧、中途付加または保険料率変更の際、会社が被保険者の健康状態および過去１年間の喫煙状況等に関し書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。
（２）告知義務違反による主契約または特約の解除等
保険契約者または被保険者が告知の際、会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって主契約もしくはこの特約の解除または変更の取消しをすることができます。この場合、つぎのとおりとします。
	締結
復活
復旧
	主契約または特約の解除。特約の解除の場合、会社の定める方法により、主契約・対象特約の保険金額･年金額を削減します

	中途付加
保険料率変更
	＜支払事由発生前＞
会社の定める方法により計算した金額を授受し、主契約の保険料率を変更します

＜支払事由発生後＞
会社の定める方法により計算した金額を保険金額から差し引きます。



[bookmark: _Toc505010480]５．喫煙状況に関する告知の誤りの処理
保険料率が非喫煙者健康体保険料率または非喫煙者標準体保険料率の場合で、この特約の締結、復活、復旧、中途付加または保険料率変更に際して会社が告知を求めた喫煙状況について告知の誤りがあったときには、つぎのとおりとします。

	締結
復活
復旧
	＜支払事由・保険料払込免除事由発生前＞
会社の定める方法により計算した金額を授受し、主契約の保険料率を変更します

＜支払事由・保険料払込免除事由発生後＞
会社の定める方法により、主契約・対象特約の保険金額･年金額を削減します

	中途付加
保険料率変更
	＜支払事由発生前＞
会社の定める方法により計算した金額を授受し、主契約の保険料率を変更します

＜支払事由発生後＞
会社の定める方法により計算した金額を保険金額から差し引きます。



[bookmark: _Toc505010481]６．消滅
・主契約・対象特約がすべて消滅したとき
・主契約が払済保険に変更されたとき
・（無解約返戻金型収入保障保険の）年金が支払われたとき
・主契約、特約の診査基準Ｓの合計額が会社所定の基準(2,000万円（無解約返戻金型収入保障保険の場合には1,000万円)）未満となるとき
	
[bookmark: _Toc505010482]７．増額
健康体料率特約(主契約用)が付加された場合、主契約の規定にかかわらず、保険金額の増額を取り扱いません。

[bookmark: _Toc505010483]８．主契約の変換
主契約・対象特約を他の保険種類へ変換する場合は、この特約は消滅します。
－9－
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